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目的	 

	 児童、生徒の突然死は、本人への被害に加えて家族、学校、コミュニテイー

への影響は大きいものがある。院外心停止における自動体外式除細動器(AED)を

用いた心肺蘇生は、目撃者のある心原性心停止の生存率を上昇させる事が、カ

ジノ、空港、大学などでの検討で明らかになり注目される。AED は H16 年 7 月か

らその非医療従事者による使用が認可され、学校にも急速に普及しつつある。

しかし、AED 導入後の日本における小中学生の院外心停止の実態、予後は明らか

でない。	 

	 平成２１年から、総務省消防庁は、前方視的、人口レベルの日本全国の救急

隊活動データ（ウツタインデータ）の申請を受け付ける事となり、日本全国の

救急隊活動データの研究が可能となった。	 

	 そこで今回、日本への AED導入後の H17-21年における小中学生の院外心原
性心停止の実態、予後を総務省消防庁のウツタインデータにより検討する。 
	 

方法	 

	 総務庁消防庁の管理する H17年 1月-21年 12月(2005-09)に発生し日本全国
で発生し救急隊の発動した小中学生の院外心原性心停止の臨床的特徴、予後を

解明する。 
	 評価項目	 患者情報（発症年月日、県、性別）	 

	 	 	 	 	 	 	 ただし、氏名、生年月日、住所は含まない	 

	 	 	 	 	 	 イベント情報（発症年月日、時刻）	 

	 	 	 	 	 	 発生状況（目撃者有無、心肺蘇生、AED 関連事項）	 

	 	 	 	 	 	 予後（自己心拍再開状況、生命予後、神経予後、治療）	 

	 研究期間	 

	 平成２３年２月̶平成２４年６月３０日	 

	 研究機関名	 

	 上記の共同研究施設。	 

	 

意義	 

	 小中学生の院外心停止の実態解明により、小中学生の院外心停止の予後、心

肺蘇生、AED の役割を示すエビデンスが得られ、学校保健における AED を用いた

心肺蘇生ガイドライン作成、その普及による児童、生徒の福祉に繋がる。 
 



倫理的手続き 
	 本研究は、本研究は日本における小中学生の院外心停止の実態を AED使用状
況との関わりで明らかにするものであり、小中学生の院外心停止の予後改善、

予防を最終目的とした研究です。その為に、本書類をホームページで公開して

おります。 
	 本研究では、代表研究者が協力機関から入手する情報は、氏名、生年月日な

どの個人情報は含まず、消防庁で匿名化されており、研究対象者の不利益とな

らない様に最大限に留意しております。インフォームドコンセントに関しては、

厚生労働省の疫学研究に関する倫理指針(平成 20年 12月 1日)に従い、「第３イ
ンフォームドコンセント等、(2)観察研究を行う場合、②人体から採取された試
料を用いない場合、イ	 既存資料等のみを用いる観察研究の場合」に該当し、

研究対象者のインフォームドコンセントを必ずしも必要としていないものとさ

れております。 
	 ただし、研究にあたり研究対象者等から、当該研究対象者が識別される保有

する個人情報（当該研究対象ものが識別される保有する個人情報が存在しない

時にその旨を知らせる事を含む。以下同じ）の利用目的の通知を求められたと

きは、研究対象者等に対し、遅滞なく、これを通知致します。また研究対象者

等から、当該研究対象者が識別される保有する個人情報の開示を求められた時

には、開示致します。また、それらの情報の訂正、削除、目的外使用、第三者

への提供に関して求めがあった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、適切に対

処致します。（「第 4 の 1(10)2、(11)1、(12)1 又は(13)の 1 若しくは	 2 の規定、第 4 の 1(10)2 の

規定による利用目的の通知、(11)の規定による開示又は(14)の規定による理	 由の説明」） 
	 研究協力者からの苦情等に関して、下記の研究責任者の下に窓口を設け、郵

送での申請を受け付けるものとします。（「第 4の 1(17)の規定」) 

	 研究責任者：三重大学大学院医学系研究科	 小児科学講師	 三谷義英 
	 	 	 	 	 	 	 〒514-8507	 三重県津市江戸橋	 2-174 
 

 


